
国土交通省
北海道開発局中東情勢による工事への影響と対応についてのお知らせ①

原油価格をはじめとするエネルギーコストや原材料費の上昇による事業者の収益圧迫が懸念されている状況です。
原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保を
図るため、契約締結後に受注者から工事請負契約書第26条(スライド条項)、および第22条(受注者による工期の延長)等の
協議の申し出があった場合には適切に協議します。
また、出来高部分払方式の書類の簡素化や建設資材の流通状況を踏まえた設計変更などの対応も行います。
1.単品スライド

本省HP：https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000105.html

2.納品遅延による関連工事との工程調整・
工期の延伸・一時中止

工事請負契約書第２０条 工事の中止
工事請負契約書第２２条 受注者の請求による工期の延長
工事請負契約書第２４条 工期の変更方法
工事請負契約書第２５条 請負代金の変更方法等

資機材の納期を勘案した工期の設定を行うほか、受注者の責に
よらない事情により資機材の納期が遅れる場合には、工期延長
等により必要な工期が確保されるよう措置を講ずるとともに、その
際に必要となる経費の計上を行います。

入契法第13条第2項に基づき資材価格の高騰等の理由で受注
者から契約変更の協議の申し出があった場合には、公共発注者
は誠実に協議します。

4.建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

本省HP：
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001337.html

運用:購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合

は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価より」
高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変
更することを可能としています。

工事請負契約書第２６条
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更

3.出来高部分払方式(書類の簡素化)
・中間前払金の認定資料→履行報告書もって足りる

・既済部分検査→中間技術検査結果をもって既済部分検査結果とみなす

5.個別工事に関する窓口
北海道開発局HP：
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/u23dsn0000000rsr.html

受注者が安心して受注・施工できる環境を整備する観点から、ナフサを
由来とする建設資材について、代替資材の調達や流通経路の見直し等、
受発注者間協議の上で設計変更する運用を行います。

代替資材や流通経路の見直しなどにより設計変更



国土交通省
北海道開発局中東情勢による工事への影響と対応についてのお知らせ②

中東情勢の変化等への対応として以下の取組を実施しましたのでお知らせします。
・業界および地方自治体を対象とした単品スライドの説明会
・地域の物価変動等の最新の状況を把握し資材単価を更新

６.説明会概要

北海道開発局HP：
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/slo5pa000000tvw4-
att/jtfkjs00000094zs.pdf

業界を対象とした説明会
 日時：令和８年４月28日 11：00～12:00
 開催方法：WEB形式
 出席者：約３００社、６００名以上

令和8年度 道内市町村における入札契約適正化推進説明会
 日時：令和８年６月16日、18日、23日、25日（全４回）
 開催方法：WEB形式
 対象：道内１７８市町村

７.説明会後の対応

８.資材単価の単価更新

説明会の質問に対する回答を作成し北海道開発局HPにて公表

この度、アスファルト混合物等の単価変動が大きい地域において、
６月以降から適用する単価の見直しを実施します。
 ・６月単価更新   ：函館・小樽・旭川・帯広・留萌
 ・７月単価更新予定：札幌・釧路・室蘭・網走・稚内
詳細は各建設部のHPで公表している管内単価をご確認ください。

本省HP：https://www.mlit.go.jp/tec/content/001577470.pdf

説明資料：単品スライド条項の運用に関する説明資料（令和４年12月）


